
  

 

岐阜県学校生協組合員の皆様へ 

 

 

『岐阜県学校生活協同組合定款第４５条』及び『総代選挙規約』により次の様に総代選挙を 

公告します。 

２０２３年４月１日  理事長 村上 達也  

掲載 

 

⑴ 総代選挙区及び総代定数 

総代選挙区は別表の通り。選挙区ごとの定数は別表の通りで総代総数は 138 名。 

⑵ 総代の任期 

1 年（次の総代が選出されるまでの 1 年） 

⑶ 立候補資格 
2023 年 4 月 21 日時点で、組合員名簿(加入申込書受理者を含む)に登録されている 
各選挙区組合員。 

⑷ 総代立候補受付期間 

2023 年 4 月 1 日(土)～21 日(金)17:00 まで 

⑸ 立候補手続き 
所定の届け出用紙に必要事項を記入の上、選挙管理人または学校生協事務局へ 
提出ください。 

⑹ 当選の確定と選挙 
立候補者が定数内の選挙区は、投票を省略して候補者全員が当選となります。 
一方、立候補者が定数を超えた選挙区は、選挙管理人の運営および管理におい 
て選挙が行われます。 

⑺ 当選の通知と公示 
当選者への通知および当選者の氏名の公示は、決定後すみやかに行います。 

⑻ 選挙管理人 
長谷川督翁（加納高校）、松山伸次（学校生協） 

 

 

  参考資料添付ファイル  

【総代及び総代会ってどんなことをするの？】 

 



  

【２０２３年度市郡別(小中)・地区別(高校)総代定数】  ※2023 年1 月20 日の組合員数により算出 

地
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地
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市 郡 名 組合員数 定
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校
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事
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市 岐阜市 2,372 
10 2 6 2 

多 

治 

見 

多治見市 452 
4 1 2 1 

岐 

 

阜 

羽島市 303 3 1 1 1 土岐市 289 3 1 1 1 

各務原市 656 4 1 2 1 瑞浪市 190 3 1 1 1 

羽島郡 208 3 1 1 1 
恵 

那 

恵那市 327 3 1 1 1 

本巣市・郡 296 3 1 1 1 中津川市 470 4 1 2 1 

山県市 178 3 1 1 1 

飛 

騨 

高山市(大野郡含) 594 4 1 2 1 

瑞穂市 263 3 1 1 1 下呂市 231 3 1 1 1 

西 

 

濃 

大垣市 733 5 1 3 1 飛騨市 137 3 1 1 1 

海津市 181 3 1 1 1 小中総代計 11,129 100 29 42 29 

養老郡 139 3 1 1 1 高 校 地 区  

    

不破郡 174 3 1 1 1 

高 

 

校 

岐阜市地区 1,260 6 1 1 4 

安八郡 252 3 1 1 1 西濃地区 549 4 1 1 2 

揖斐郡 400 4 1 2 1 美濃地区 320 3 1 1 1 

美 

濃 

関 市 529 4 1 2 1 可茂地区 271 3 1 1 1 

美濃市 133 3 1 1 1 多治見地区 255 3 1 1 1 

郡上市 367 3 1 1 1 恵那地区 248 3 1 1 1 

可 

茂 

美濃加茂市 337 3 1 1 １ 飛騨地区 277 3 1 1 1 

可児市 454 4 1 2 1 高校総代計 3,180 25 7 7 11 

加茂郡 356 3 1 1 1 
全 

県 

退職組合員 3,301 10 - - - 

可児郡 108 3 1 1 1 団体・幼稚園等 96 3 - - - 

総 代 計 17,706 138 - - - 

※高校組合員には、特別支援学校の組合員も含まれています。岐阜地区の高校は、岐阜市地区に含まれています。 
※小中の組合員に教育委員会組合員も含まれています。 
※全県区の団体とは教育団体の略です。 
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お問い合わせは 

 

〒 500－8268  岐阜市茜部菱野４丁目１０３番地 

岐阜県学校生活協同組合 

ＴＥＬ 0800－2000－699   ＦＡＸ 0120－72－9515 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

総代は組合員の代表です。 

協同組合・信用組合・相互会社等では、組合員・社員を代表する総代を選出します。 

 

総代の任期は１年間です。 

皆さんにはこれから１年間、学校生協の総代をお願いすることとなります。 

 

総代会（６月中旬）にご参加いただきます。 

学校生協では、毎年６月中旬に通常総代会を開催しております。主役は、組合員の

代表である総代の皆さんです。 

総代の皆さんが参加する総代会は基本的には年１回の通常総代会のみですが、定款

変更などの重要かつ緊急な事案がある際には臨時総代会を開催する場合があります。 

 

総代会は最高の意思決定機関です。 

総代会は学校生協の最高の意思決定機関であり、決算の承認、剰余金処分、年間の

事業計画、理事監事の選任など、重要な議案を審議する場です。（株式会社の株主総

会にあたる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業協同組合や漁業協同組合など様々な協同組合がありますが、消費者の協同組合

を生活協同組合（生協）と呼び、コープ（ＣＯ・ＯＰ）とも呼ばれています。コープ

とは英語の協同組合［Ｃo-operative］の略です。 

生協は、法律（生協法）に基づいて作られていて、地域生協、医療生協、共済生協、

大学生協、職域生協などがあります。 

学校生協は職域生協で、教職員が助け合いながらくらしをより豊かにすることを 

願って活動しています。現在は全国３７都道府県に４1 の学校生協があり、共同して

各種の事業を展開しています。 

 

 



  

 

 

 

 

食料品や書籍雑貨など学校生協も様々な商品の供給をしています。一般のお店や 

百貨店・スーパーも同様の商品の販売をしていますが、生協と株式会社では違いが 

あります。 

 

【株式会社】 

 株主が事業のために必要なお金を出し、株主の意見や要望が運営に影響し、その 

影響力は株式の数（資本）によって異なります。そして、その会社が提供する商品

やサービスは不特定の方が利用します。 

 

【生  協】 

出資することで組合員となり、組合員の意見や要望を反映して運営され、組合員

が商品やサービスを利用することができます。 

また、出資金の額に関係なく、平等に事業に参加する権利があります。生協の原点  

は消費者自らが出資し、自分たちの生活を守り、くらしの質を向上させるための、 

消費者自身の組織であることです。願いを実現させるために、みんなで利用し、 

意見を出しあって運営しています。 

 

 

生協  株式会社 

組合員のくらしと健康を守る 目的 利潤の追求 

組合員一人ひとりの出した出資金 資金 少数株主の投資資金 

組合員の意見が反映された商品 商品 利益第一 

組合員が主人公 運営 一部の株主 

組合員自身のため 立場 企業（会社）のため 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

「学校生協」のしくみ 

  

出資 

 

   

    学校生協  

 

利用         運営 

 

 

出資……出資金は商品や保険等各種サービスを提供するための大切な資金です。 

 

●出資金は入会金や寄付ではなく、学校生協の事業を支えるために一人ひとりが 

出し合う資金です。 

●出資金は一度お預かりするだけで、退職若しくは脱退時まで組合員資格は有効 

です。（途中で増資もできます） 

●退職若しくは脱退時には、出資金は全額ご返還いたします。 

 

利用・・・学校生協と指定店、特約店等の商品やサービスが利用できます。 

 

●学校生協で扱う共同購入やカタログ・宝飾、呉服、家具等の商品の注文に加え、

団体扱い保険やコープ共済にご加入が頂けます。 

●学校生協が提携する指定店・特約店などでも組合員価格でお買い求め頂けます。 

●学校生協で主催する各種イベントもご参加頂けます。 

 

運営・・・学校生協は組合員の声で運営されます。 

 

●学校生協は出資している組合員のもの。組合員一人ひとりが運営者として参加 

できます。 

●組合員が意見や要望を出し合って、事業に反映させより良い組織づくりを 

目指します。 

 

 

 

教職員が 

●出資金（お金）を出し合い組合員になり 

●自分たちで運営（経営）に参加し 

●商品やサービスを利用し 

剰余金が（利益）が出た場合は、組合員全員で 

分け合う協同の組織です 



  

 

 

 

学校生協の組織は出資した組合員みんなのものです。ですから学校生協の事業方針

や活動方針は組合員一人ひとりの思いが反映されたものでなければなりません。 

本来は、組合員全員が出席できる総会を開催して、方針等を決定することが望まし

いのですが、1 万人以上の組合員が一同に集まるのは難しいことです。 

そこで、生協法では組合員の数が 500 人を超えた場合は総会に代わって『総代会

を設けることができる』と規定されており、代表（総代）を選び、意見や要望を総代

に託して決める事ができます。 

 

 

                  

組合員 立候補・推薦   総 代  総代会で議決  事業や運営に反映 

 

 

 

総代とは・・・ 

 

組合員の意志を反映した生協の運営を進めていくために、議決権をもって総代会に

参加する組合員の代表です。実際には各職場内の組合員の様々な意見や要望を聞き、

総代会での議決・判断につなげます。 

 

 

総代になるには・・・ 

 

学校生協では、総代選出に際して９の選挙区毎に定数を設け、立候補・推薦で総代

選挙を行っています。毎年４月上旬に、ホームページで総代選挙の公示をしています。

毎年４月１日時点で組合員であれば総代に立候補ができます。 



  

 

 

 

総代会とは・・・ 

 

学校生協の最高意志決定機関で、総代（組合員の代表）が集まり、方針などの重要

事項を決める大切な会議です。基本的には、毎年６月に開催されます。 

学校生協が昨年一年間に取り組んできたことが組合員の意志に沿って行われたか、

また次年度に行おうとしている取り組みが、本当に組合員のくらしに貢献できること

なのかを総代が判断し議決します。 

 

 

 総代会の議決・・・ 

 

「総代会」に提案された議案について「賛成」・「保留」・「反対」の意思表示をする

ことができるのは、組合員の代表である「総代」だけです。 

大切な議決権を総代会で行使していただくことも総代の役割ですが、校務の都合で

総代会に出られない場合には書面議決・代理人出席（委任）などの方法もあります。 

 

 

総代会の議案とは・・・ 

 

 前年度の事業報告・決算報告、次年度の活動方針、活動・予算計画の他に学校生協

の組織としての決まりごとをまとめた「定款（ていかん）※１」や「規約※２」の 

改定や、役員（理事・監事）の選任、剰余金が出た場合の処分方法などもこの総代会

で行われます。 

 

 

※１ 定款（ていかん） 

  学校生協の目的・組織及び執行に関する基本規則で、制定や改廃には総代会の議

決に加えて行政庁の許可が必要です。 

※２ 規約 

  法律法令や定款により作成を義務づけした規則（総代選挙規約・総代会運営規

約・役員選任規約など）で、総代会で改廃できます。 

 

 

 

 

 


